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臨床現場紹介――児童相談所（判定指導課、虐待対応課の経験から） 

栃木県北児童相談所  高柴 政希 


１．はじめに 

 皆さん、私は心理学研究科の11期卒業生の

高柴政希と申します。私は現在、栃木県県北

児童相談所（以下、県北児相）の虐待対応課

の職員として勤務しています。 

 3 年前までは、栃木県中央児童相談所（以

下、中児）の判定指導課の産休代替職員とし

て働いていました。その期間に、県職員試験、

公認心理師、臨床心理士の試験に合格し、平

成 31 年度から県北児相に新採用職員として

配属されております。   

今回は、児童相談所（以下、児相）での仕

事について中児、県北児相での経験を踏まえ

てご紹介させていただきます。 

 

２．職場紹介 

（１） 栃木県の児童相談所について 

 最初に、栃木県内には次の3つの児相があ

ります。それぞれ所管する区域は以下のよう

に決まっています。 

 

〔中央児童相談所〕 

宇都宮市、鹿沼市、日光市、真岡市、上三

川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 

〔県南児童相談所〕 

 栃木市、佐野市、小山市、下野市、壬生町、

野木町 

〔県北児童相談所〕 

 大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、

那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那須町、那

珂川町 

 

 皆さんのお住いの市町の管轄児相は確認で

きましたか。  

次は、児相内の役割について紹介します。 

（２） 児童相談所内の主な3つの役割 

児相の役割は大まかに分けて判定指導、虐

待対応、相談支援という3つの役割に分ける

ことができます。それぞれの役割を簡単に説

明します。 

 

〔判定指導〕 

 療育手帳という知的障害者が支援を受ける

ために必要な手帳の判定業務を行います。ま

た、被虐待児の評価や非行少年に対して心理

教育を行います 

〔虐待対応〕 

 虐待の通告を受け、48時間以内に子どもの

安全確認を行い、必要に応じて子どもの保護

を行います。また、虐待者に虐待の事実確認

及び注意喚起を行い虐待の再発防止を促す役

割も担います。 

〔相談支援〕 

 子どもの特性や性格で育児に困っている保

護者に対して助言を行います。例えば、養育

者からの養育困難の訴えに応じ、必要に応じ

て施設へ入所させる手続きを行います。 

 

 中児を例にするとこの役割ごとに、課とし

て分かれる形となり、判定指導課、虐待対応

課、相談支援課という名称で分かれています。 

それぞれの課の職員が与えられた業務を遂行

しますが、課の垣根を越えて共働し業務を行

うことは多々あります。 

栃木県の心理職として採用された場合、判

定指導課、虐待対応課、相談支援課のいずれ

の課も配属される可能性がある課です。 

 ちなみに、私は、中児で判定指導課に所属

し、県北児相で虐待対応課に所属しています。  

次は、各児相の経験を踏まえてより具体的
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な業務について紹介したいと思います。 

 

（３） 中央児童相談所での経験から 

中児では、判定指導課に所属していました。

その為、田中ビネーⅤ、WISC-Ⅳ、WAIS-Ⅲと

いった知能検査や S-M 社会生活能力検査第 3

版、遠城寺式乳幼児分析的発達検査といった

発達検査を用いて知的の遅れがどの程度ある

のか判定し療育手帳の判定を行っていました。 

療育手帳の判定は、IQ値のみで判定する訳

ではなく日常生活の自立度や他の障害も踏ま

えて判定を行います。その為、検査技術だけ

でなく生育歴の聞き取り等のインテーク面接

の技術が必要になると感じました。 

また、被虐児童に対してFDT親子関係診断

検査(Family Diagnostic Test)、TSCC子供用

トラウマ症状チェックリストを実施し虐待の

影響を評価したり、バウムテスト、PFスタデ

ィ（絵画欲求不満テスト）、SCT（文章完成法）

といった投影法を用いて子どもの気質の把握

をしたりします。その結果を、子ども本人や

保護者に分かりやすく伝える技術も求められ

る職場でした。 

とはいえ、判定指導課の職員は検査ばかり

している訳ではありません。例えば、万引き

等の非行を行い警察から通告された子どもに

対して心理教育を行い非行の再発防止を行う

という役割も担っています。私も、万引きが

やめられなかった児童に対して月に2回のペ

ースで再発防止の心理教育を行っていました。

他の業務も行いながら、心理教育の準備をす

る事は決して楽とは言えませんが、心理教育

の末に子どもが非行を止めることができたと

報告を聞くと、よかったと、やりがいを感じ

ます。 

 

（４） 県北児童相談所での経験から 

 県北児相では、虐待対応課に所属していま

す。児童虐待の初期対応が業務です。虐待対

応は、基本的に2人1組で行います。 

業務の流れとしては、まず虐待の通告を受

けた後、厚生労働省が定めた48時間という時

間内に子どもの安全確認を行います。安全確

認は、子どもが現在どこにいてどういう状態

なのか把握することを指し、子どもの虐待死

を防ために行います。その結果、保護の必要

性があれば子どもを保護。保護の必要性がな

い場合でも、保護者には、虐待の事実確認及

び注意喚起を行い虐待の再発防止に努めるよ

うに指導します。 

現在の県北児相の虐待対応課には、行政の

職員や保健師の職員がいますが心理職は私 1

人です。自分の専門知識を生かし、判定指導

課の職員と日々子どもにとって何が最善なの

かを一緒に考え子どもの処遇について検討し

ています。 

決して楽な業務ではありませんが、暴力を

受けている子どもや満足に食事ができていな

い子どもを最前線で守る大切な業務だと自覚

しています。 

 

３．最後に  

 私が、県の心理職を目指したきっかけは、

修士2年の時の児相実習でした。実習の中で、

職員の働く様子を実際に見て「格好いい。こ

んな心理職になりたい。」と思ったのがきっか

けです。 

 在学生の皆さん。皆さんも心の中に憧れる

心理士像があると思います。その憧れに向か

って日々研鑽され、実現される事を心から祈

っています。 

現在、被虐待児童は年々増えている状況に

あります。もし、心理職として子どもを対象

に仕事をされたいと考えている方は、是非、

栃木県庁の採用試験を受けてください。子ど

もたちがあなたのことを待っています。 

皆さんと現場でお会いできる事を楽しみに

しています。
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